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1 R3.8.6 R3.9.1
工事請負契約書の表紙
①都立神代高等学校(２)体育館ほか改築及び改修電気設備工事その２
②都立神代高等学校(31)体育館ほか改築及び改修電気設備工事

2 1 1
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

建築保全部
施設整備第
二課

2 R3.8.6 R3.9.1

工事請負契約書の表紙
①都立豊島高等学校(31)改築工事
②都立豊島高等学校(31)改築給水衛生設備工事その２
③都立豊島高等学校(31)改築空調設備工事
④都立豊島高等学校(31)改築昇降機設備工事
⑤都立豊島高等学校(31)改築電気設備工事

5 1 1
（７条４号）印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯
罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

建築保全部
施設整備第
二課

3 R3.7.16 R3.9.6

・建築工事積算標準単価表（令和３年７月１日付）
・電気設備工事積算標準単価表（令和３年７月１日付）
・機械設備工事積算標準単価表（令和３年７月１日付）

103 1 1

・開示しない部分･･･工事積算標準単価の一部
・適用する理由･･･
当該法人の権利及び利益が阻害されることが考えられ、経済的不利益を被る
ことが考えられるため。
（条例第７条第３号に該当）

財務局建築
保全部技術
管理課

4 R3.8.30 R3.9.7 有明アリーナ（３）改修工事の特記仕様書 59 1

財務局建築
保全部オリ
ンピック・
パラリン
ピック施設

5 R3.8.30 R3.9.7

特記仕様書
①都立光明学園(31)北棟改築工事
②都立永山高等学校(31)改築工事
③都立立川学園特別支援学校(仮称)(31)増築工事

415 1
建築保全部
施設整備第
二課

6 R3.8.30 R3.9.8

特記仕様書
①都立神代高等学校(31)体育館ほか改築及び増築工事
②都立矢口特別支援学校(２)校舎棟改築工事
③都立府中東高等学校(３)武道場改築工事

441 1
建築保全部
施設整備第
二課

7 R3.9.9 R3.9.14 都立豊島高等学校(31)改築給水衛生設備工事その２ 22 1
建築保全部
施設整備第

8 R3.9.9 R3.9.14 都立竹台高等学校(31)改築給水衛生設備工事その２ 10 1
建築保全部
施設整備第

9 R3.9.9 R3.9.15 都立立川学園特別支援学校(仮称)(31)増築給水衛生設備工事 20 1
建築保全部
施設整備第

10 R3.9.9 R3.9.16
都立矢口特別支援学校(２)校舎棟改築給水衛生設備工事
見積比較表

11 1
建築保全部
施設整備第

11 R3.9.9 R3.9.16
都立永山高等学校(31)改築給水衛生設備工事その２
見積比較表

11 1
建築保全部
施設整備第
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決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情報を開示してしまうことになるためあるかないかを明らかにしない）のうち、該当す

る項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、東京都情報公開条例第７条各号のいずれを根拠として非開示としたのか、該当する項目に「１」を記入しています。

東京都情報公開条例第７条第１号：法令秘情報

第２号：個人情報

第３号：事業活動情報

第４号：犯罪の予防・捜査等情報

第５号：審議・検討又は協議に関する情報

第６号：行政運営情報

第７号：任意提供情報

第８号：特定個人情報

第９号：死者の個人番号

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名又はそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜総枚数＞について

・他の開示決定と一体として決定を行っている場合は総枚数欄が空欄になります。


